
 

 

 

 

 

 

１ 概要及び組織 

昭和３９年、市内の青少年の非行防止と健全育成について、関係機関・団体等と連絡調整を図り、必

要な業務を総合的に行うことを目的として、発足しました。 

高松市教育委員会が所管し、高松市役所１０階フロアにおいて業務を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高松市青少年健全育成マスコットキャラクター 

「育実ちゃん」 

高松市教育委員会 

 

高松市青少年健全育成市民会議 

関 係 団 体 

高松市少年育成委員 

 

少年育成センターの業務に関する基

本的事項を協議決定します。  

委員は、市長が 

委嘱した学識経験 

者、教育・警察等 

の関係行政機関の 

職員、市民（公募） 

の方々です。 

 青少年の健全育成や非行防止のため、関

係機関・団体からの推薦をもとに、市長か

ら委嘱された約 350 名の少年育成委員が、

各地域での補導活動を 

はじめとした健全育成 

活動に取り組んでいま 

す。令和８年度より、 

教員が委嘱対象から外 

れました。 
 

青少年関係団体や各地区･校区青少年健全育成連

絡協議会により組織され、「市民のつどい」や「市

中パレード」等、市民が一体となった青少年健全

育成活動の推進に取り組ん 

でいます。 

 令和 7 年度より、高松市 

少年育成委員連絡協議会 

（令和６年度末で解散）の 

事業の一部が移管されてい 

ます。 

高松市青少年健全育成市民会議 

 

少年育成センター運営協議会 

高松市少年育成委員 

市民会議を構成する地区・校区の健全育成組

織で、市民会議の事業に参加・協力をしていた

だいております。 

令和 7 年度以降は、 

高松市少年育成委員に 

各地区・校区青健連等 

への加入を推奨し、地 

域の健全育成活動にも 

参加をお願いしていま 

す。 

各地区・校区 
青少年健全育成連絡協議会等 

万引き防止･「スマート・メディア」キャンペーン  

市中パレード  第 1 回運営協議会  

少年育成委員委嘱式  

高松市少年育成センター 

運 営 協 議 会 

高松市少年育成センター 

   ○所  長 
   ○所長補佐 
   ○副主幹 
   ○主事 
   ○専門指導員 

〇一般事務補助員 

   



２ 主な業務(★は本年度の重点) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補 導 活 動 

・下校時刻に青色防犯パトロールカーによる巡回（下校補導） 

・月曜日の朝に繁華街や駅周辺の巡回（朝補導） 

・瓦町周辺、商店街、ゲームセンター等の補導（商店街補導）            

・学校の長期休業中に、量販店や公園等の巡回（長期休業中補導） 

・列車補導、高松まつりや卒業式等の補導（特別補導） 

・高松市少年育成委員による街頭補導（地区・校区の地域補導） 

 

子どもの安全確保活動 

★スクールガード・リーダーの派遣 
 警察官 OB を市立こども園・幼稚園、小学校に派遣し、通学路や 
校内の巡視や安全点検、防犯に関する助言等を行っています。 
 令和 7 年度より、1 名増員し、5 名体制となります。 
・不審者情報等メール配信（不審者やイノシシ等の情報を一斉配信しています。） 
・青色防犯パトロールカーによる巡回(R７も高松第一高校放送部による音声アナウンスを
更新しています。) 

環境浄化活動 

悪書追放運動の一環として、市内１３か所に設置した白ポストによ
り、有害図書や有害ＤＶＤ等の回収を行っています。 
＜白ポスト設置場所＞    ※改修工事が完了するまで利用できません 

○JR 鬼無駅 ○JR 屋島駅 ○JR 高松駅 ○競輪場 ○中央公園※ 
○琴電瓦町駅 ○琴電一宮駅 ○琴電仏生山駅 ○国分寺総合センター  
○牟礼総合センター ○香川総合センター  
○太田中央コミュニティセンター  ○川島コミュニティセンター 

広報啓発活動 

 ★未就学児の保護者向け「安全・安心なネット利用」講座 

★若者の社会参画推進事業 

香川大学ｻｲﾊﾞｰ防犯ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ SETOKU による「インターネットセキュリティ教室」 

香川大学防犯パトロール隊による「防犯アプリ活用教室」 

・スマート・メディア事業(家族でチャレンジ！「スマート・メディア」) 

・万引き防止･「スマート･メディア」キャンペーン、健全育成作品展 

・「育実ちゃん」着ぐるみ･イラストの貸出 

・各種研修会の開催、ホームページ等での情報発信  

相 談 活 動 

少年育成センター代表電話による一般電話相談や、来所相談を行っています。 

子ども本人以外でも、家族・学校の先生、地域の方々など、子どもに関わる内容であ

れば、どなたからの相談も受け付けています。 

相談専用電話「こどもスマイルテレホン」は令和 6 年度末で終了しております。 

受付時間 10:00～16:30(土･日･祝日、年末年始を除く)  

TEL 087-839-2635 ＊相談は無料、秘密厳守 


